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はじめに  

 

 

 消防の任務は、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、

水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減す

ること、あわせて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することにあ

ります。  

  

そして、各市町村では、それぞれ自分の地域を守ることになっており、

消防署や消防団を設置しています。  

 小金井市も、常備消防としての小金井消防署と非常備消防としての小金

井市消防団を設置しております。  

 

消防団は、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という精神に基づき、

消防署に勤務している消防職員とは異なり、生業を持ちながら、「地域住民

の生命、身体及び財産を守る」ことを使命として、火災はもちろん、地震

や風水害などの災害発生時には消火活動だけでなく、警戒活動や応急救護

活動なども行っています。  

 

 消防団員は市の非常勤特別職の公務員で、市の条例等に基づき市民の皆

さんのご推薦をいただき、市長の承認を得て消防団長が任命しています。  

 

 団員を支えているのは、団員一人一人の旺盛な郷土愛護の念とご家族の

ご協力、更には市民の皆さんの暖かいご支援によるものです。  
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１ 消防署（常備消防）について  

  

常備消防は、昭和２０年７月に小金井町が武蔵野消防署の管轄区域となり、昭和

２３年３月には国分寺町と小平町と共同し一部事務組合を結成し、北多摩中央消防

組合が設立されました。  

  昭和３５年４月には、北多摩中央消防組合を解散、東京都に消防事務を委託し、

北多摩中央消防署が設立されました。その後、昭和５３年１１月に小平消防署の新

設に伴い、北多摩中央消防署が国分寺消防署として改組され、平成１０年１２月に

小金井消防署が開設され、現在に至ります。  

  小金井消防署は、本署を本町六丁目（市役所隣）に、緑町二丁目には緑町出張所

が設置されています。  

 

 

 

常備消防（小金井消防署現有勢力）  

令和７年４月現在  

事 項 別  規 模  備 考  

署 所 の 数  ２か所   

実   数 １４９人  本署１１０人・出張所３９人  

車  

 

 

 

両  

ポ ン プ 車   ６台  本署 ３台・出張所 ３台  

は し ご 車   １台  本署  

救 急 車   ３台  本署 ２台・出張所 １台  

指 揮 隊 車    １台  本署  

広 報 車 等   ５台  本署  

※  車両については、予備車両を含む。  
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２ 消防団（非常備消防）について  

 

消防団は、常備消防の消防署と共に、市民の生命、身体及び財産の保護の任務に

当たるために、消防組織法及び市の条例に基づき設置されています。  

 

⑴ 消防団の移り変わりとその仕組み  

   消防団の歴史は古く、明治２６年に小金井村消防組として７部２１２名で発足、

その後、部の増設により１０部３１３名となりました。  

   昭和１４年４月に警防団令の施行に伴い消防組を改組し、「小金井町警防団」と

なり、定数３８６名としました。  

   昭和２２年４月に消防団令が公布され、「小金井町消防団」となり、定数を２５

７名としました。  

   その後、徐々に定数が縮小され、昭和２９年１０月に分団統合計画が策定され、

それと同時に機動力を強化するため機械化が促進され、少数精鋭化が図られまし

た。  

    そして、昭和３２年１１月に統合が完了し、現在に至っています。  

   現在、市の消防団は、本部並びに５つの分団で組織され、条例定数８３名（実

員数７２名）で構成しています。  

   分団の基本構成は、分団長１名、副分団長２名、部長１名、班長３名及び団員

８名の合計１５名です。  

   本部の現在の構成は、団の最高責任者である団長、団長を補佐する２名の副団

長、そして、分団長とのパイプ役に当たる本部分団長３名です。  

   なお、小金井市消防団組織表は、別表９のとおりです。 

 

⑵ 消防団員の任務 

   各分団には、それぞれの受持ち区域があり、分団ごとに詰所をもち、消防ポン

プ自動車を１台所有しています。 

   通常、団員は、農業、商業又は会社員などの職業に従事しており、火災の発生

を知ると各詰所に参集し、消防ポンプ自動車に乗って火災現場へ出動します。 

   令和６年中の市内の火災は、２３件発生しておりますが、団員は火災のほか、

水防、震災などの非常災害時にはもちろんのこと、別表１のような各種行事の他

に、地域内の巡行広報活動や各種訓練及び地域のお祭や各種イベントの警備にも

出動しています。 
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⑶ 消防団員の資格 

  消防団員の資格は、年齢１８歳以上の者で、市内に居住、勤務または在学する

方です。 

   この条件に該当する方の中から、市長の承認を得て団長が任命しています。 

  なお、小金井市においては、団員の確保に当たり、各地域で消防団員推薦委員

会（市議会議員、各町会・自治会の役員、消防団員ＯＢ、後援会役員などから市

長が委嘱する委員をもって構成）を設置していただき、団員のご推薦をお願いし

ています。 

 

⑷ 団員の任期 

団員の任期は２年で、改選は４月１日に行われており、直近では令和６年４月

に改選が行われ、次期改選は令和８年４月となります。 

 

⑸ 消防団員の待遇 

消防団員の身分は、地方公務員法第３条第３項第５号に列挙される特別職の非

常勤職員です。 

団員には、階級に応じて月額報酬と火災や訓練等の職務に従事した場合の出動

報酬を支給しております。報酬の金額は、別表２のとおりです。 

  また、年一回、団員の健康状態の把握と疾病の早期発見を目的として健康診断

を実施しています。 

  団員への貸与品は、別表３のとおりです。 

 

⑹ 表彰制度 

   表彰制度は、永年勤続者及び特に功労があった団員に対して、表彰規程等に従

って表彰を行っています。 

   表彰には、個人表彰のほか分団表彰及び団表彰があり、年功あるいは功労の度 

  合いによって異なりますが、市長、団長、消防署長、消防総監、東京都消防協会 

  会長、日本消防協会会長、北多摩地区消防団連絡協議会会長、三多摩消防団連絡 

  協議会会長、東京都知事、消防庁長官、総理大臣、叙勲などがあります。 

   なお、個人表彰は、通常、表彰状と記念章（バッジ）、分団表彰及び団表彰の場

合は、主として表彰状と竿頭綬が贈られます。 
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⑺ 消防団員に対する災害補償等 

   市では、団員が災害現場等での事故発生に対する災害補償や退団したときの退

職報償など、次のような補償等を行っています。 

  ア 東京市町村総合事務組合（消防団員等公務災害補償等） 

    この組合には、本市をはじめ３５の市町村が加入しており、団員が消防活動

中に災害を受けた場合における療養補償、休業補償又は身体に障害が生じるよ

うになったとき、死亡したときの見舞い、遺族に対する補償、その他永年勤続

者に対する退職報償などの事務を共同処理しています。 

    別表４、別表５は、補償等の具体的なものを抜粋したものです。 

  イ 消防団員傷害保険 

    この保険には、団員全員について市が独自に加入しています。 

    団員が消防活動中あるいは自分の仕事等で負傷又は死亡したときには、別表

６に基づき保険金が支給されます。 

ウ 消防団員福祉共済制度 

   この制度は、消防団員が死亡又は一定の障害を受けた場合に、その家族の生

活を守るための共済制度の確立を目的として、日本消防協会の自主事業として

実施しています。その支給内容は別表７のようになっています。 

エ 東京都市町村民交通災害共済 

   この共済は、３９市町村で交通災害共済を構成し、市民の交通災害に関し適

切な救済を行うことを目的としています。 

   団員については、市が独自に加入し、交通事故にあった場合には、別表８の

ように見舞金が支給されます。 

 

⑻ 学生消防団活動認証制度 

  この制度は、消防団に所属する大学生等が行った消防団活動の功績を公的に認

証し、就職活動の支援を行うことを目的としています。 

小金井市消防団員として１年以上継続的に活動を行った者で、①市内の大学、

大学院もしくは専門学校に通学する大学生等又は大学等を卒業して３年以内の者、

②市内在住の大学生等又は大学等を卒業して３年以内の者を対象として、消防団

活動証明書を発行します。 

 

 



 - 6 - 

 ⑼ 準中型自動車運転免許取得費補助金 

消防団が運用する消防ポンプ車は総重量が 4.93 トンです。現行の普通自動車運

転免許では運転することができません。消防ポンプ車を運転できる免許を持つ団

員の確保を進めるため、消防団員 (※)が準中型免許を取得する場合には、費用の一

部（１８万円）を補助金として支給します。 

   ※ 所属する分団に３年以上在籍する団員 

 

⑽ 小金井市消防災害支援隊 

   消防団員として４年（２期）以上経験し退職した市内在住及び在勤の方で、概

ね７０歳以下の方を対象とした、消防団活動を支援する組織です。 

経験豊富な知識及び技術を持って退職された消防団員に『消防災害支援隊』と

して登録をしてもらい、大規模災害時に災害現場等で活動する消防団員を支援し、

本市の消防防災体制の充実・強化を図ります。 

市内に震度５強以上の地震が発生し、かつ、市内全域に被害が拡大していると

予想される場合、家族等の事情が許す範囲で、最寄りの消防団詰所に参集し、消

防団の後方支援・情報収集・災害活動支援の任務にあたります。 

 

 

 

 

むすび 

 

 

市としましては、市民の皆様の深いご理解とご協力を賜り、地域防災の

リーダーとして活動する消防団をより充実したものとして発展させていき

たいと念願してございます。 
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別表１ 主な消防行事  

とき 内      容 

４月 

辞令交付式（隔年） 

規律訓練（隔年） 

消防操法訓練（隔年） 

５月 市総合水防訓練 

６月 操法審査会（隔年） 

７月  団員健康診断 

 ９月  北多摩地区消防大会 

 １０月 
 消防訓練所教官派遣訓練 

上級救命講習 

１１月 

 こがねい防災フェスタ（総合防災訓練） 

秋の火災予防運動巡行広報 

署隊連携震災消防訓練 

１２月 

 通常点検訓練 

団員研修会 

歳末特別警戒 

１月  出初式 

３月 春の火災予防運動巡行広報  

月例行事 
分団長会議（分団長以上の出席） 

市内巡行（各分団毎に毎月３回程度を実施） 
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主な消防行事の紹介  

出初式  

 消防団の１年は、出初式で始まります。多くの市民が見守るなか、優良団員の表彰

や部隊操練、ポンプ車による一斉放水などが行われます。毎年、１月の第２日曜日に

開催しています。  

  

 

 

 

 

 

 

規律訓練  

 消防団員として、消防諸般の要求に適応させるための基礎をつくることを目的とし、

改選年の４月に訓練を行っています。  
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水防訓練  

 集中豪雨などの水害に対応するために、総合水防訓練に参加し、水防活動技術の向

上を図ります。毎年５月に市や消防署と合同で訓練を実施しています。  

     

 

ポンプ操法審査会  

 消防団活動の中心となる消防ポンプ操法について、日ごろ重ねた訓練の成果を披露

します。審査会は、隔年（５～６月頃）で実施しています。  

   

 

 

 

 

 

                            
（第４３回東京都消防操法大会）  



 - 10 -

こがねい防災フェスタ（総合防災訓練）  

 毎年１０月頃に市総合防災訓練に参加し、

住民と一体となって総合的かつ実践的な訓

練を実施しています。  

 

 

 

 

 

 

 

消防署との連携訓練  

 各種の災害に備え、災害発生時に消防署と消防団が円滑な連携を図るため、震災消

防活動訓練を行っています。  
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火災予防運動広報活動（春・秋）  

 春（３月１日から７日まで）と秋（１１月９日から１５日まで）の火災予防運動期

間中に、市内全域で消防車両による広報活動を実施しています。  

 

 

 

 

 

 

歳末特別警戒  

 明るい新年を迎えるために、年末（概ね１２月２８～３０日のうち２日間）にかけ

て、市内全域で消防車両による広報活動を実施しています。  
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別表２ 報酬 

階 級 報酬月額 

団 長 ３９，０００円 

副 団 長 ３０，０００円 

分 団 長 １８，０００円 

副分団長 １５，０００円 

部 長 １４，０００円 

班 長 １３，０００円 

団 員 １２，０００円 

 

種  類 支給対象者 支  給  額 

火 災 出 動 報 酬 

水火災又は地震等の現場に出

動し、その業務に従事した団員 

１日につき ８，０００円 

ただし、出動が４時間以内の

場合は、３，８００円とする。 

訓 練 出 動 報 酬 

教養訓練その他の訓練及び団

長が認めた行事等に参加した

団員 

１日につき ３，８００円 

特別警戒出動報酬 

火災予防又は災害等の警備警

戒に出動し、その業務に従事し

た団員 

１日につき ３，８００円 

 

別表３ 貸与品 

品  名 品  名 品  名 

夏 制 服 夏 活 動 服 特 殊 防 火 衣 

夏 制 帽 冬 活 動 服 防 火 帽 

冬 制 服 アポロキャップ 防 火 用 長 靴 

冬 制 帽 編 上 靴 Ｔ シ ャ ツ 

黒 短 靴 革 手 袋 ウインドブレーカー 

白 手 袋 保 安 帽 防 寒 服 

  雨 衣 
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別表４ 災害補償の種類と内容等 

 

療 養 補 償 

・療養が必要なとき。 

  公務によりけがをしたり病気になったりした場合は、そのけが

や病気が治るまでの間、処置や手術、入院の費用など療養に必要

な費用が支給されます。 

休 業 補 償 

・休業して給与などの収入が得られないとき。 

  療養のために仕事ができなくなり、給与などの収入が得られな

いときは、その仕事ができない期間、１日につき補償基礎額の１

００分の６０の額が支給されます。 

  福祉事業として休業援護金が、１日につき補償基礎額の１００ 

分の２０の額が支給されます。 

傷病補償年金 

・療養を開始してから１年６か月を経過しても、その疾病が治らず

別に定める傷病等級に該当するとき。 

  負傷や疾病で療養の開始後１年６か月を経過しても、その疾病

が治らず傷病等級の３級以上に該当する場合、その傷病が継続し

ている期間、年金が支給されます。 

福祉事業として疾病特別給付金、疾病特別支給金、奨学援護金、

就労保育援護金に要する費用などが支給されます。 

障 害 補 償 

・傷病が治った場合に、別に定める障害等級に該当するとき。 

負傷や疾病にかかり、その傷病が治ったときに一定の障害が残

った場合、その障害の程度に応じて年金（障害等級１～７級）か

一時金（障害等級８～１４級）が支給されます。 

福祉事業として障害特別給付金、障害特別支給金、障害特別援

護金、奨学援護金、就労保育援護金、外科後処置・補装後・リハ

ビリテーション・アフターケアに要する費用などが支給されま

す。 

介 護 補 償 

・自宅で療養し、介護を受けるとき。 

  自宅で療養し、介護を受け、一定の傷病・障害等級のうち、特

定の障害に該当する場合に支給されます。 
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遺 族 補 償 

葬 祭 補 償 

・亡くなられたとき。 

  不幸にして亡くなられた場合は、その遺族に対して年金か一時

金（団員等の死亡当時、遺族補償年金を受ける遺族がないとき）

が支給されます。 

  福祉事業として遺族特別給付金、遺族特別支給金、遺族特別援

護金・奨学援護金、就労保育援護金が支給されます。 

  また、遺族等で葬祭を行った人に対して、階級・勤務年数等に

よって、費用の一部が支給されます。 

 

自動車等損害見舞金 

 消防団災害活動において、団員の方が使用した自家用車

（原動機付自転車を含む。）に損害が発生した場合に、その

損害に対して見舞金を支給することによって団員の方の経

済的負担を軽減することにより、活動環境の整備等を図る

ための事業です。 

 災害発生時等に緊急に自家用車を使用した場合や、平常

時にやむを得ず自家用車を消防団活動（活動場所への単な

る移動手段として使用する場合は除く。）に直接使用した場

合等において生じた損害を対象とし、見舞金の額は修理費

の額（３万円以上の額とする。）に応じて、最高１０万円ま

で支給します。 

 

賞 じ ゅ つ 金 制 度 

 消防団員が災害に際し、一身の危険を顧みることなくそ

の職務を遂行し、そのため死亡又は障害の状態となった場

合に、危険の度合いなどの一定の基準によって算出した額

（３千万円を限度）が支給されます。 
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別表５ 退職報償金支給額表 

（単位：千円） 

   勤続年数

階級

５年以上
１０年未満

１０年以上
１５年未満

１５年以上
２０年未満

２０年以上
２５年未満

２５年以上
３０年未満

３０年以上
３５年未満

３５年以上

団⻑ 239 344 459 594 779 979 1,079
副団⻑ 229 329 429 534 709 909 1,009
分団⻑ 219 318 413 513 659 849 949
副分団⻑ 214 303 388 478 624 809 909

部⻑及び班⻑ 204 283 358 438 564 734 834
団員 200 264 334 409 519 689 789

 

 

別表６ 傷害保険支給額表 

死亡・後遺障害保険金 １０，０００，０００円 

医療保険金 
入院１日当たり      ７，５００円 

通院１日当たり      ５，０００円 
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別表７ 福祉共済制度の給付内容 

区 分 事 由 給付名称 金額（円） 

死  亡 

公務・公務外 遺 族 援 護 金  １，０００，０００ 

公   務 

弔 慰 金 ２３，０００，０００ 

弔意救済金 

付
加
給
付 

１号 １０，０００，０００ 

２号 ７，０００，０００ 

３号 ５，０００，０００ 

保 育 援 護 金 １人 ２５０，０００ 

重度障害 

 

公務・公務外 生 活 援 助 金 １，０００，０００ 

公   務 

重度障害見舞金 ２３，０００，０００ 

見舞金 

付
加
給
付 

１号 ６，０００，０００ 

２号 ４，５００，０００ 

３号 ２，５００，０００ 

保 育 援 護 金 １人 ２５０，０００ 

障  害 

公務・公務外 障害見舞金 

３級又は４級    ５００，０００ 

５級又は６級     ３００，０００ 

７級又は８級     １８０，０００ 

９級又は 10 級      ９０，０００ 

11 級又は 12 級      ６０，０００ 

公   務 見舞金 

付
加
給
付 

３
級
䦅
６
級 

１号 ７５０，０００ 

２号 ７５０，０００ 

３号 ５００，０００ 

７
級
䦅
９
級 

１号 ５００，０００ 

２号 ５００，０００ 

３号 ４００，０００ 

入  院 公務・公務外 入院見舞金（１２０日限度）７日以上の入院で１日あたり １日  １，５００ 
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別表８ 東京都市町村民交通災害共済 

等 級 交通災害の程度 金  額 

１等級 死亡 １５０万円 

２等級 重度の後遺障害 １００万円 

３等級 入院日数３０日以上の傷害 １７万円 

４等級 
入院日数１０日以上３０日未満又は実治療日数３０日以

上の傷害 
７万円 

５等級 実治療日数１０日以上３０日未満の傷害 ４万円 

６等級 実治療日数１０日未満の傷害 ２万円 

 

別表９ 小金井市消防団組織表 ※定数８３人（本部団員８人、分団員７５人） 

階級 

配属 

団 長 副団長 本部分団長  計   

 

本  部 １人 ２人 ５人 ８人 

  階級 

配属 

分団長 副分団長 部長 班長 団員 計 市内担当区域 

第一分団 １人 ２人 １人 ３人 ８人 １５人 

本町１丁目８～１０番 

本町１丁目１５～２０番 

本町２丁目～６丁目全域 

 

第二分団 １人 ２人 １人 ３人 ８人 １５人 

関野町・梶野町・緑町全域 

第三分団 １人 ２人 １人 ３人 ８人 １５人 

本町１丁目１～７番 

本町１丁目１１～１４番 

中町・東町全域 

第四分団 １人 ２人 １人 ３人 ８人 １５人 

前原町・貫井南町１丁目、２

丁目、４丁目、５丁目全域 

貫井南町３丁目１番、２番 

第五分団 １人 ２人 １人 ３人 ８人 １５人 

桜町、貫井北町全域 

貫井南町３丁目（１、２番を

除く。） 

計 ５人 １０人 ５人 １５人 ４０人 ７５人  
 


